
地方公営企業とは

★一般会計で負担すべきもの（総務省の基準）
・水道事業 ⇒ 消火栓の設置や維持管理経費など
・下水道事業 ⇒ 雨水の処理に関する経費など

上記のような経費を除き、公営企業における水道の供給・下水道の処理に関する経費は、そのサービス
の提供を受ける受益者からの「適正な料金収入」で賄うことが原則であり、独立採算で維持できている
状態が求められます。
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地方公営企業法（第３条 経営の基本原則）
地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進す

るように運営されなければならない。

➢経済性を発揮＝公営企業は、提供する財貨又はサービスの対価である料金収入によって

維持される。（総務省）

地方公営企業法（第１７条の２ 経費の負担原則）
地方公営企業の経費は、一般会計で負担すべきものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入を
もって充てなければならない。

➢経営に伴う収入をもって充てなければならない＝独立採算制

資料３
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４５か所 ２５か所

水 道 下水道■ 水源の８割が地下水
■ 浄水費⽤が安く、地形を⽣かした⾃然流下で配水
■ 取水場や配水場の数が多く維持管理費がかかる

■ ３つの処理区（⼤根鶴巻処理区、
中央処理区、⻄部処理区）

■ ⾃然流下で汚水を集められるが、
単独処理場のコスト負担が重い

単独処理場
管路延⻑ 約700㎞

管きょ延⻑ 約500㎞



中⻑期を⾒据えた基本理念のもと、10年間の経営⽅針を定めた基本⽅針、取組みの⽅向性を定め
た基本施策、具体的な事業内容を定めた施設整備計画、収支を推計した財政計画により構成

将来にわたって安定的に事業を継続して
いくための中⻑期的な経営の基本計画
（投資（施設整備）・財政計画が中心）

経営戦略

事業計画

施設整備計画

財政計画

ビジョンを実現するための手段・⽅法

おいしい秦野の水と
清らかに輝く名水の里
ひきつごう いつまでも

①安全でおいしい水道水の供給
安定した汚水処理と浸水対策の更なる推進

②適切な資産管理と施設維持の強化
③災害に強い施設や体制の構築
④健全経営のための基盤強化

見直し

はだの上下水道ビジョン（R3.3策定）
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ビジョン（経営戦
略）策定の目的

•更新需要増⼤への対応（⽼朽化施設の増加に伴う建設改良事業の増）

•非常時の備えの強化（施設の耐震化の向上や雨水対策等）

•有収水量減少への対応（⼈⼝減少や節水機器の普及等による水需要の減少）

•経営の健全化に向けた対応（的確な財政計画に基づいた安定的な財源の確保）

事業を取り巻く
環境の変化

•⼈⼝減少等による想定を上回る水需要の減少に伴う料⾦収⼊の減

•物価⾼騰や労務単価の上昇による維持管理費等の増、企業債借⼊⾦利の上昇による支払利息の増

•能登半島地震等を教訓とした水道施設の耐震化加速による建設改良費の増

•「秦野市バイオマス産業都市構想」に位置付けられている下水汚泥を活⽤したバイオマス発電事業の推進

後期計画（経営
戦略）の⾒直し

•ビジョンの基本理念や基本⽅針の継承

•事業を取り巻く環境の変化を踏まえた後期計画（経営戦略）の⾒直し

【R3.3】

【R3〜R6】

【R7】

後期計画（経営戦略）の⾒直し

埼⽟県の道路陥没事故を受けた下水道管路施設の⽼朽化対策（点検・調査）
有機フッ素化合物（PFAS）の水質検査義務化⽅針（R8.4）への対応
※後期計画期間後の令和13年度から17年度までの5年間の⾒通しを踏まえる

新たな取組の反映を含む
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●上下水道事業計画

（施設整備計画及び財政計画

（経営戦略の中⼼））

期間︓令和３年度から令和１２年度

（前期︓R3-R7・後期︓R8-R12）



後期計画⾒直しにおける収⽀⾒通し
【水道事業】

前期（R3〜R７） 純利益が減（△3.5億円）

後期（R８〜R12） ① 給水収益が減（R8）（△0.7億円※）
② 収益的支出が増（R8〜R12計）（＋12.9億円）
③ 建設改良費が増（〃）（+33.0億円）
④ 企業債が増（〃）（+30.7億円）

●ビジョン策定時と比べ、
・⼈⼝減少等による水需要の減少
・物価や労務単価の上昇
・施設の耐震化加速 等

事業環境の変化

経営努⼒とともに、
適切な料⾦収⼊のも
と経営基盤の強化を
図る

■⾒直し後の財政計画表は
資料４ 及び 資料６ のとおり

【下水道事業】
前期（R3〜R７）

後期（R８〜R12） ① 下水道使⽤料が減（R8）（△0.5億円）
② 収益的支出が増（R8〜R12計）（＋21.0億円）
③ 建設改良費が増（〃）（+18.3億円）
④ 繰⼊⾦（基準内）が増（〃）（+13.5億円）
⑤ 企業債が増（〃）（+23.1億円）

①純利益が減（△1.6億円）
②繰⼊⾦（基準外）が減（△1.4億円）
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水道事業 公共下水道事業

物価⾼や労務単価の上昇などにより、施設維持に要する経費が年々増加傾向。
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管路維持管理費 施設維持管理費

千円

97,360 104,110 103,385 112,169 142,761 130,473 

625,112 670,929 694,122 
787,473 776,922 810,523 

722,472 775,039 797,507 
899,642 919,684 940,997 

0

200,000

400,000

600,000

800,000
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管きょ維持管理費 施設維持管理費

千円

維持管理費の推移

+8,266万円
+17.8％

+1億4,349万円
+18.0％

R3と比べて
R3と比べて
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施設整備の取組

※「広報はだの
（令和7年2月1日号） 」より抜粋

らに

【建設改良費】
R3 6.3億円 ➡ R6 14.4億円
（+8.1億円、+128.6％）

厳しい経営環境の中、施設を維持管理しながら、施設整備計画を推進するとともに、健全経営を維持
していくためには、適切な料⾦収⼊が必要

料⾦改定が必要であるが、改定率を抑制するための経営努⼒（経費削減や収⼊確保）も必要そのためには

上⼤槻送水ポンプ場（整備中）

費用の大半を固定費が占める装置産業である
ことから経費削減が難しい状況にあるが、
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六間水系に県水を送水して区域を拡⼤することにより、⼋幡⼭配水場の統廃合
に伴う導配水管整備事業費を削減

【削減】
５億４，２００万円

・下水処理で使⽤する機械設備（送風機）の運転⽅法の⾒直しによる電気使⽤
量の削減
・汚水マンホールポンプにおける災害時の備えとして、非常⽤⾃家発電設備か
ら停電時起動支援システムに⾒直すことによる経費の削減

【削減】
３，４００万円

旧水道局庁舎跡地を秦野市学校給食センターの事業⽤地として賃貸借すること
による増収

【増収】
６，７００万円

・汚泥乾燥技術の実証実験（B-DASH）による下水道汚泥の処分費削減
・デジタル化、⺠間委託の活⽤等による業務の合理化・効率化（未収⾦の解消、水洗化の普及促進）
・予防保全型の維持管理による施設の⻑寿命化
・事業の優先順位付けによる事業費の平準化

効率的・効果的な水運⽤

施設の効率的な運転管理等

資産活⽤

その他

【効果額】（後期計画期間）

６億４，３００万円

主な経営努⼒
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▲ 1,450
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【改定率６％】補填財源残⾼と料⾦回収率

補てん財源残⾼ 料⾦回収率

後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し
（ビジョンどおりの平均料⾦改定率６％）

●補填財源
資本的収支における支出（建設改良費や企業債の償還な

ど）が収⼊（国庫補助⾦や企業債など）を上回る場合に、
その不⾜分を補うための財源。（収益的収支の利益や損益
勘定留保資⾦（現⾦の支出を伴わない減価償却費等）等）

単年度の予算収支だけでなく、補填財源残⾼を
把握することにより、中⻑期的に安定的な経営
を図ることができる。

事業運営に必要な経費は料⾦収⼊をもって充て
るという独⽴採算制を基本として経営している
ことから、適切な料⾦設定により、水道施設の
耐震化や更新を進め、安全安心な水の供給体制
を確保する必要があるため、100％以上が目
標。

●料⾦回収率
給水に係る費⽤が、どの程度給水収益で賄えているかを

表した指標

（百万円）

◆補てん財源残⾼︓Ｒ９以降マイナス

◆料⾦回収率︓１００パーセント未満

（料⾦改定）

料⾦回収率が100％未
満でも補てん財源があ
れば対応できるが、マ
イナスとなるため事業
運営が困難

【水道事業】
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計画⾒直しにおけるポイント

③ １０パーセント（+207円/月）

② １４パーセント（＋290円/月）

① １９パーセント（＋393円/月）

【水道事業】

【ポイント】
１ 料⾦回収率１００パーセント以上

事業運営に必要な経費は料⾦収⼊をもって充てるという独⽴採算制が基本
２ 補填財源残⾼の確保（計画最終年度12億円）

中⻑期的に安定的な経営を図る
３ 企業債残⾼の抑制

将来世代の負担軽減を図る

３つの案を作成
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後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し
（平均料⾦改定率（案）別）

【水道事業】

平均料⾦
改定率

R9

給水収益
（億円）
R9-R12

純利益
（億円）
R9-R12

企業債残⾼
（億円）
R12

補填財源残⾼
（億円）
R12

企業債残⾼対
給水収益⽐率
R12

料⾦回収率
R12

次期改定率
⾒込
R13

６％
（ビジョン策定時）

95 14 53 13 227.4％ 105.7％ －

19％
（＋393円/月）

104 15 83 12 323.8％ 100.0％ 9％

14％
（+290円/月）

99 10 87 12 355.1％ 95.6％ 15％

10％
（+207円/月）

96 7 92 12 386.6％ 92.0％ 19％

●19パーセントがビジョン策定時の目標値に最も近い数値となる

11料⾦改定のあり方 令和８年度の上下水道審議会において諮問
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【改定率別】給水収益

10% 14% 19%

後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し
（平均料⾦改定率（案）別）

（百万円）

（料⾦改定）

◆料⾦改定後の給水収益（料⾦収⼊）
・ 19パーセント︓約103億円
・ 14パーセント︓約99億円
・ 10パーセント︓約96億円

【水道事業】

（料⾦改定）

◆料⾦改定後の料⾦回収率
・19パーセント︓計画期間を通じて100パーセント以上
・14パーセント︓R9及びR10のみ100パーセント以上
・10パーセント︓R9のみ100パーセント以上
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【改定率別】純利益
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後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し
（平均料⾦改定率（案）別）

【水道事業】
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◆料⾦改定後の純利益
・ 19パーセント︓約15億円
・ 14パーセント︓約10億円
・ 10パーセント︓約7億円

（百万円）

◆計画最終年度の補填財源残⾼
・いずれも約12億円
（残⾼確保のため企業債を活⽤しているため）

（百万円）

（料⾦改定）（料⾦改定）



518.5%
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【改定率別】企業債残⾼対給水収益比率
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【改定率別】企業債残⾼
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後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し
（平均料⾦改定率（案）別）

【水道事業】
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◆計画最終年度の給水収益に対する企業債残⾼の割合
・ 19パーセント︓322.6パーセント
・ 14パーセント︓355.6パーセント
・ 10パーセント︓386.8パーセント

（料⾦改定）

（百万円）

（料⾦改定）

◆計画最終年度の企業債残⾼
・ 19パーセント︓約83億円
・ 14パーセント︓約87億円
・ 10パーセント︓約91億円

◆企業債は補填財源残⾼の確保に
合わせ活⽤している。（料⾦収⼊
（利益）が多い19％が発⾏額が最
少となり、10％が最多となること
から、残⾼は19％が最少となり、
10％が最多となる。）

※R8は減額措置の影響あり



経営の基本事項等の⾒直し

P 事項 現行 見直し（案）

176
（2）経営の基
本事項（戦略
①）

ウ 基本事項
② 単年度純利益の確保

経営の健全性を確保するため、計画
期間中の単年度において、純利益
（⿊字）を確保する

同左

③ 補填財源残高（内部留保
資金）の確保

計画期間中は現計画で設定していた
8億円を下回らないよう維持し、計
画最終年度は4億円を上乗せする

同左

④ プライマリーバランスの
確保と企業債残高の縮減

④ プライマリーバランスの確保と
企業債残高の縮減

④ プライマリーバランスの確保と
企業債残高の縮減（建設改良費が

10億円を下回る令和11年度以降）

施設の大量更新の時期に入ったこ
とから、前期については単年度のプ
ライマリーバランスを確保し、後期
は借入額を4億円以下として、計画
最終年度に企業債残高の縮減を県平
均水準以下となるよう努める。

施設の大量更新の時期に入ったこ
とから、前期については、原則、単
年度のプライマリーバランスを確保
する。

後期は令和10年（2028）度以降
の借入額を抑制し、後期の平均借入
額を7.5億円以下とすることにより、
企業債残高の縮減に努める。

※「P」は上下水道ビジョンのページ番号

【水道事業】
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P 事項 現行 見直し（案）

176 （3）目標値（戦略
②） ア 料金回収率 料金改定以降、毎年度末100％以上 後期料金改定以降、毎年度末100％以上

177 イ 総収支比率 毎年度末100％以上 同左

ウ 補填財源残高 令和12（2030）年度末には12億円
程度を確保 同左

178 エ 水道事業基金 基金残高目標額を5億円とし、目標
額到達後は同額の水準を維持 同左

オ 企業債残高
令和12（2030）年度末に企業債残
高を53億2,000万円まで縮減し、県
平均水準以下とする

建設改良事業のピーク期である令和
9（2027）年度までは、借入額を10
億円超とするが、その後は平均4億
円以下とすることにより、残高を縮
減していく

179 （4）料金の改定
令和5（2023）年4月1日に7％、令
和9（2027）年4月1日に6％の料金
の引上げ

令和5（2023）年10月1日に7％、令
和9（2027）年4月1日に19％の料金
の引上げ

（5）財政計画にお
ける主な算定条件

イ 職員数は令和3（2021）年度の
配置予定人数を使用

イ 職員数は令和8（2026）年度の
配置予定人数を使用

※「P」は上下水道ビジョンのページ番号 16



P 事項 現行 見直し（案）

179
（5）財政計画に
おける主な算定条
件

エ 施設や管路の維持管理費用は、
平成28（2016）年度〜令和元
（2019）年度の実績平均や人件費
の増などを見込んだ数値

施設や管路の維持管理費用は、令
和6（2024）年度の実績や労務単価
の上昇などを見込んだ数値

180 オ 除却費は平成28（2016）年度
〜30（2018）年度の平均

除却費は、令和4（2022）年度〜
令和6（2024）年度の平均

カ 減価償却費は現行の台帳を基に
令和3（2021）年度以降の建設改良
費分を上乗せ

減価償却費は現行の台帳を基に令
和7（2025）年度以降の建設改良費
分を上乗せ

181 （6）企業努力
エ 厚生労働省・生活基盤
施設耐震化等交付金（県補
助金）の不採用

交付要件確保のために、プライマ
リーバランスが最大7年間にわたり
赤字となる企業債の借入が必要とな
ることに加え、令和12（2030）年
度の企業債残高は令和3（2021）年
度の残高から増額となるとともに、
補填財源残高は必要以上の確保と
なってしまいます。一方、県補助金
を活用しない場合は、プライマリー
バランスの⿊字を維持しつつ、企業
債残高を大幅に縮減し、補填財源残
高も適正額の確保となることから、
県補助金は不採用とし、将来世代の
負担軽減を図り、健全経営を推進し
ます。

削除

※「P」は上下水道ビジョンのページ番号 17
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【改定率５％】補填財源残⾼と経費回収率

補てん財源残⾼ 経費回収率

後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し
（ビジョンどおりの平均使用料改定率５％）

（百万円）

◆補てん財源残⾼︓逓増しR12に16億円

◆経費回収率︓R９以降１００パーセント

◆基準外繰⼊⾦︓R9に解消（ゼロ）

（使⽤料改定）

18

【下水道事業】

補てん財源残⾼はR12の目標値である21億円に達し
ないが、基準外繰⼊⾦の増額ではなく、R9での解消
を優先する。
なお、R15には21億円に達すると⾒込む

基準外繰⼊⾦解消



計画⾒直しにおけるポイント

５パーセント（+131円/月）
（ビジョンどおり）

【ポイント】
１ 経費回収率１００パーセント

・事業運営に必要な経費は使⽤料収⼊をもって充てるという独⽴採算制が基本
・国庫補助⾦の交付要件（経費回収率の向上）

※経費回収率の向上に向けたロードマップ（R9の使⽤料改定により100％を⾒込む）を国交省へ提出済

２ 補填財源残⾼の確保
・中⻑期的に安定的な経営を図る

３ 繰⼊⾦の縮減
・基準外の解消（R9）とともに、厳しい財政状況を考慮し一般会計負担の軽減を図る

19

【下水道事業】

平均使⽤料改定率



後期財政計画における主な経営指標等の⾒通し

平均使用料
改定率

R9

使用料収⼊
（億円）
R8-R12

繰⼊⾦額
（億円）
R8-R12

補填財源残⾼
（億円）
R12

経費回収率
R12

次期改定率⾒込
R13

５％
（ビジョン策定時）

113 69 21 102.6％
０％

（改定なし）

５％
（+131円/月）

111 82 16 100.0％

【下水道事業】

20

使用料改定のあり方 令和８年度の上下水道審議会において諮問



P 事項 現行 見直し（案）

228
（2）経営の基
本事項（戦略
①）

ウ 基本事項
③ 補填財源残高（内部留保
資金）の確保

計画最終年度に21億円を確保する。
なお、計画最終年度には、これとは
別に災害復旧費として公共下水道基
金（仮称）を新設し、3億円を確保
する。

計画最終年度に16億円を確保する。
なお、計画最終年度には、これとは
別に災害復旧費として公共下水道基
金（仮称）を新設し、3億円を確保
する。

④ プライマリーバランスの
確保と企業債残高の縮減

汚水事業については、管きょの本格
更新が令和8（2026）年度から始ま
ることから、1期間における企業債
の借入上限平均を5億円以下とし、
雨水事業については、短期に集中投
資する計画が完了したため、単年度
のプライマリーバランス確保により、
計画最終年度に企業債残高の縮減を
県平均水準以下となるよう努める。

汚水事業については、管きょの本格
更新が令和8（2026）年度から始ま
ることから、1期間における企業債
の借入平均を6.5億円以下とし、雨
水事業については、短期に集中投資
する計画が完了したため、1期間に
おけるプライマリーバランス確保に
より、企業債残高の縮減に努める。

⑤ 一般会計からの基準外繰
入金の解消

公共下水道事業費の負担には適正負
担が原則であり、総務省が示した一
般会計からの繰入基準に従った繰入
金とする。しかし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による市⺠生活等
の回復や急激な市⺠負担の増加は避
ける必要があるため、後期の使用料
改定での解消に努める。

公共下水道事業費の負担には適正負
担が原則であることから、昨今の事
業費の高騰等により増加傾向にある
基準内繰入金（総務省が示した繰入
基準に基づく一般会計からの繰入
金）を適正額とするとともに、後期
の使用料改定での基準外繰入金の解
消に努める。

※「P」は上下水道ビジョンのページ番号

経営の基本事項等の⾒直し 【下水道事業】
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P 事項 現行 見直し（案）

228 （3）目標値（戦
略②） ア 経費回収率 後期の使用料改定以降、経費回収率

100％以上
後期の使用料改定以降、経費回収率
100％

229 ウ 補填財源残高 令和12（2030）年度末には21億円
を確保

令和12（2030）年度末には16億円
を確保

230 エ 公共下水道事業基金
（仮称）

令和12（2030）年度末に公共下水
道事業基金（仮称）を設立 同左

オ 企業債残高
令和12（2030）年度末に企業債残
高を190億2,200万円まで縮減し、
県平均水準以下とする

令和12（2030）年度末に企業債残
高を202億9,200万円まで縮減する

231 カ 一般会計からの繰入金 基準外として扱う繰入金は令和9
（2027）年度末に0円にする 同左

※「P」は上下水道ビジョンのページ番号 22



P 事項 現行 見直し（案）

232 （4）使用料の改
定

令和5（2023）年4月1日に5％、令
和9（2027）年4月1日に5％の使用
料の引上げ

令和5（2023）年10月1日に5％、令
和9（2027）年4月1日に5％の使用
料の引上げ

（5）財政計画に
おける主な算定条
件

ウ 職員数は令和3（2021）年度の
配置予定人数を使用

ウ 職員数は令和8（2026）年度の
配置予定人数を使用

（5）財政計画に
おける主な算定条
件

オ 施設や管きょの維持管理費用は、
平成28（2016）年度〜令和元
（2019）年度の実績平均や人件費
の増などを見込んだ数値

施設や管きょの維持管理費用は、
令和6（2024）年度の実績や労務単
価の上昇などを見込んだ数値

カ 除却費は平成28（2016）年度
〜30（2018）年度の平均

除却費は、令和2（2020）年度〜
令和6（2024）年度の平均

キ 減価償却費は現行の台帳を基に
令和3（2021）年度以降の建設改良
費分を上乗せ

減価償却費は現行の台帳を基に令
和7（2025）年度以降の建設改良費
分を上乗せ

※「P」は上下水道ビジョンのページ番号

23



直近の県内他市等（他事業体）における改定状況
【水道事業】

事業体名 改定年月 改定率
料⾦（円）

備 考
改定前 改定後 増額

県企業庁

R6.10 16％

2,509

2,988 479

3年間で22％の改定R7.10 19％ 3,070 561

R8.10 22％ 3,147 638

南⾜柄市 R7.7 22.8％ 1,595 1,949 354 一般会計からの繰⼊⾦により
改定率を抑制

座間市 R8.4 18.78％ 2,248 2,684 436

24

※１か月20㎥使⽤した場合

参 考



直近の県内他市（他事業体）における改定状況
【公共下水道事業】

事業体名 改定年月 改定率
使用料（円）

備 考
改定前 改定後 増額

横須賀市 R5.4 8.3％ 2,443 2,670 227

鎌倉市 R5.4 16.6％ 2,302 2,754 452 R8改定予定あり

藤沢市 R5.7 12.5％ 2,203 2,487 284

綾瀬市 R5.10 8.0％ 2,289 2,470 181

伊勢原市 R6.4 10.0％ 2,355 2,582 227 R11改定予定あり

⼤和市 R7.4 23.34％ 2,292 2,825 533

三浦市 R8.7 16.0％ 3,047 3,539 492

逗子市 R8.7 40.0％ 2,147 2,857 710
25

※１か月20㎥使⽤した場合
参 考



南足
柄市

秦野
市

小田
原市

川崎
市

秦野
市

座間
市

横須
賀市

横浜
市

茅ケ
崎市

海老
名市

厚木
市

平塚
市

相模
原市

逗子
市

大和
市

綾瀬
市

藤沢
市

伊勢
原市

鎌倉
市

三浦
市

現状 1,949 2,068 2,255 2,321 2,684 2,750 3,012 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,927

19% 2,461
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水道料⾦

県内他団体との⽐較
※１か月20㎥使⽤した場合令和９年３月３１日現在（⾒込）

26神奈川県営水道

参 考

平均 2,925円

円（税込）

【+393円】



南⾜

柄市

茅ケ

崎市

海⽼

名市

厚木
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三浦

市

現状 1,779 1,878 1,973 1,974 2,035 2,035 2,036 2,156 2,470 2,487 2,582 2,618 2,634 2,636 2,670 2,754 2,825 2,857 3,539

5% 2,749
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下水道使⽤料
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参 考

平均 2,418円

円（税込）

【+131円】

流 流※ 流 流 単 流 流 単 単※ 単※ 単※  単※ 流 流 単 単※ 単 単 単 単

単：単独公共下水道 単※：単独と流域の処理区があるが単独の割合が高い
流：流域関連公共下水道 流※：単独と流域の処理区があるが流域の割合が高い


